
 

令和 5 年度東川町社会福祉協議会事業計画 

 

【 基 本 方 針】  

急速な 少子高齢化の進行や人口減少と と も に、 新型コ ロ ナウイ ルス 感染症の影響によ り 、 個

人や世帯が抱え る 生活課題や生き づら さ は複雑化・ 多様化し 、 こ れま で のよ う に対象者や分野

別の福祉制度で は十分に対応する こ と がで き な い課題も 現れて き て いま す。 ま た 、 相談支援や

在宅福祉サービ ス の現場において は、 8050 世帯やダ ブ ルケ ア 、 ヤン グケア ラ ーの問題のよ う

に、 制度の狭間に陥っ て いた り 、 複合的な 課題を 抱え る な ど し て 、 単独の相談支援機関で は対

応が難し い事例が、 以前にも 増し て 広がっ て おり ま す。  

こ う し た 背景の中、 東川町で は住民の複雑化・ 複合化し た 支援ニ ーズに対応する 包括的な 支

援体制を 構築する た め、「 相談支援」「 参加支援」「 地域づく り に向けた 支援」 を 一体的に行う「 重

層的支援体制整備事業」 への移行準備事業を 実施し て おり 、 そ の体制づく り を 町と 連携し な が

ら 整備を し て いき ま す。  

ま た 、 多く の人が集い、 誰も が居場所と 役割を 持ち 、 生き 生き と 暮ら す空間と し て 「 全世代

共生型“ 交流×活躍×健康” プ ラ ザ(仮)」 が本年開設さ れ、 社協事務所全機能を 移転する こ と

にな り ま す。 こ の施設が目指す姿は、 社会福祉協議会の目的で ある 「 地域福祉の推進」 と も 合

致する こ と から 、 施設の運営にも 携わっ て いき ま す。  

一方、限ら れた 人員で 質の高いサービ ス を 維持する た め、職員が定着する 環境・ 体制づく り 、

人材育成も 図っ て ま いり ま す。  

今後も 、 地域福祉の中核的な 担い手で ある 社会福祉協議会の役割が益々重要と な り 、 社協だ

から こ そ で き る 「 地域共生社会」 の実現を 目指し 、 こ れま で 以上に行政や関係機関、 団体と 連

携を 図り 、 地域の皆様から 期待さ れ、 信頼さ れる 地域に根ざ し た 福祉サービ ス の拡充と 支援活

動に取り 組む所存で あり ま す。  

 

【 事業推進の重点事項】  

（ １ ） 地域福祉活動の推進 

  住み慣れた 地域で 安心し て 生活で き る よ う 、 行政を 含めさ ま ざ ま な 支援関係団体、 地域等

と 協働し て 地域福祉の推進を 図り ま す。  

① 小地域ネッ ト ワーク 活動の推進 

② く ら し の相談事業の実施 

③ 高齢者ふれあいひろ ばの開催 

④ 高齢者ひと り 暮ら し の集いの開催 

⑤ 高齢者福祉支援事業の実施 

⑥ 高齢者外出（ 食事・ 買物） 支援事業の実施 

⑦ 子育て 支援事業の推進 

⑧ 関係福祉団体の活動支援 

⑨ 日常生活自立支援事業の実施（ 道社協受託事業）  

⑩ 集落支援員の設置（ 町受託事業）  

⑪ 生活支援コ ーディ ネ ータ ーの設置（ 町受託事業…重層的支援体制整備事業（ 町実施）

への参加）  



（ ２ ） 介護保険事業等在宅福祉事業の推進 

  高齢者や障がい者の方々等が住み慣れた 地域で 安心し て 生活がおく れる よ う 、 日常生活の

支援、 福祉サービ ス の提供に努めま す。  

① 紙おむつサービ ス 事業の実施 

② 高齢者いき いき セ ン タ ー事業（ 町受託事業） の実施 

③ 地域ま る ご と 元気ア ッ プ 事業（ 町受託事業） の実施 

④ 食の自立支援事業（ 町受託事業） の実施 

⑤ 除雪費用助成事業（ 町受託事業） の実施 

⑥ 生活支援ヘルパー事業（ 町受託事業…集落支援員設置事業） の実施 

⑦ 共助の基盤づく り 事業（ 見守り ・ 町受託事業） の実施 

⑧ 認知症総合支援事業（ 町受託事業） の実施 

⑨ 外出支援事業（ 町受託事業…集落支援員設置事業） の実施 

⑩ 介護保険事業（ 訪問介護事業、 居宅介護支援事業） の実施 

⑪ 障害者総合支援事業の実施 

（ ３ ） ボラ ン テ ィ ア セ ン タ ーの活動推進 

  社協のボラ ン テ ィ ア 機能の拡大や地域住民のボラ ン テ ィ ア 活動への参加を 促し 、 情報やニ

ーズが集ま る 環境、 発信で き る シ ス テ ム作り 、 多く の人や地域等が支え あう こ と がで き る よ

う ボラ ン テ ィ ア 活動の推進を 図り ま す。 さ ら にサポータ ー養成講座や講座修了者に対し て の

フ ォ ロ ーア ッ プ 研修と サポータ ー間の情報交換会を 開催し 、 見守り 事業が円滑に進めら れる

よ う 努めま す。  

① ボラ ン テ ィ ア 活動の推進 

② サポータ ー養成研修及びス キルア ッ プ 研修の開催 

③ ボラ ン テ ィ ア 実践者への支援 

④ ぼだ い樹の会（ 家族介護者の会） への支援 

⑤ あそ ばん会の充実 

⑥ 福祉用具（ ベッ ト ・ 車椅子・ 簡易ト イ レ 等） の貸出し  

（ ４ ） 法人運営事業の充実 

  社会福祉協議会の中立性、公共性を ア ピ ールし 、組織・ 運営体制の強化、財源確保を 図り 、

町民に信頼さ れる 社協づく り を 推進し ま す。  

① 共同募金事業の実施、 配分内容の検討 

② 広報活動の推進 

③ 各種福祉資金の貸付 

④ 社会福祉大会の開催 

⑤ 慰霊追悼式の実施 

⑥ 供花料の贈呈 

（ ５ ） 施設管理運営の充実 

  施設の適正管理や利用者に喜ばれる 施設運営及び事業の推進に努めま す。  

① 東川町シ ニ ア セ ン タ ーの事務管理等（ 集落支援員設置事業で 実施）  

② 全世代共生型“ 交流×活躍×健康” プ ラ ザ（ 仮） における 事業の充実。  

 



令和 5 年度 東川町社会福祉協議会の主な事業(業務)内容 

 

事 業 項 目 具 体 的 事 業 事 業 の 概 要 

(1) 地域福祉 
活動の推進 

① 小地域ネッ ト ワーク 活
動の推進 

地域ごと での福祉活動の組織化やネッ ト ワークづく り を進めると と も
に、 各自治振興会で開催するサロン事業に対し 支援を行う 。  

② く らし の相談 く らし の相談員を委嘱し 、 町民の生活上の各種相談に応じ る。（ 随時）  

③ 高齢者ふれあい広場  65 歳以上の運動機能低下予防のための高齢者の集いを開催する。  

④ 高齢者ひと り 暮らし の
集い 

75 歳以上のひと り 暮らし 高齢者を対象に、 高齢者の集いを開催する。  

⑤ 高齢者福祉支援事業  
後期高齢者（ 75 歳以上・ １ 割負担者） を対象に、 町立診療所への早期
診察・ 治療を促し 重篤化を防ぐこ と を目的に、 受診し た際の一部負担
金相当額を助成する。（ 2 割負担も対象）  

⑥ 高齢者外出支援（ 食
事・ 買物） 事業※試行 

外出困難な高齢者を対象に、 食事・ 買物等の支援を行う 。  

⑦ 子育て支援事業 
育児支援のため、 紙おむつ処理の町指定ゴミ 袋 1 年分 (10kg50 枚
2,500 円相当)を配布する。  

⑧ 関係福祉団体の活動支
援 

民生・ 児童委員協議会、 身障者福祉協会、 遺族会、 学童・ 生徒ボラン
ティ ア協力校、 ボランティ ア団体等に活動費を助成する。  

⑨ 日常生活自立支援事業
の実施（ 道社協受託事業） 

北海道社会福祉協議と 連携し 、 日常的金銭管理、 書類の預かり 等を補
助する生活支援員を配置する。  

⑩ 集落支援員の設置 
（ 町受託事業）  

町から の委嘱で社協職員４ 名を設置し 、 町職員と 連携し 高齢者の生活
支援や外出支援、 集落の自主的活動への支援等を行う 。  

⑪ 生活支援コーディ ネー
タ ーの設置 

地域において、 生活支援及び介護予防サービスの提供体制の構築に向
けたコ ーディ ネート 機能を果たす。（ 重層的支援体制整備事業へ参加）  

(2) 介護保険 
 事業等在宅 
 福祉事業の 

 推進 

① 紙おむつサービス 
在宅の高齢者等に対し 紙おむつを支給する。  (要介護 2 以上対象、 1
回 5,000 円分を年 2 回支給) 

② 高齢者いきいきセンタ
ー事業（ 町受託事業）  

介護予防事業による高齢者のいきいきディ サービス事業を、 各地域コ
ミ ュニティ センタ ーで実施する。  

③ 地域まるごと 元気アッ
プ事業（ 町受託事業）  

介護予防事業の一環と し て、 椅子に座っ て行う 運動を中心に、 楽し く
無理の無い範囲での軽体操を、 毎週月曜日に実施する。  

④ 食の自立支援事業 
 (町受託事業) 

病弱や障がい等で、 食事を作るこ と が困難な高齢者世帯等へ配食を行
う 。 (毎日夕食) 

⑤ 除雪費用助成事業 
   (町受託事業) 

在宅で病弱や障がい等のために除雪するこ と が困難な高齢者世帯に対
し 、 生活用通路の除雪を実施するための費用助成を行う 。  

⑥ 生活支援ﾍﾙﾊﾟー 事業 
(町受託事業) 

ひと り 暮ら し 等で日常生活を営むのに支障のある高齢者等に対し てホ
ームヘルパーを派遣し 、 在宅生活の継続を支援する。（ 集落支援員設置
事業で実施）  

⑦ 共助の基盤づく り 事業 
(町受託事業) 

ひと り 暮ら し 等で日常生活に支障のある方に対し て、 生活のアド バイ
スや軽易な援助、 見守り 活動を行う 。  

⑧ 認知症総合支援事業
（ 町受託事業）  

認知症になっても 出来る限り 住み慣れた地域で暮ら し 続けるために、
医療と 介護の連携強化や認知症の人及び家族への効果的な支援体制の
強化を図る。  

⑨ 外出支援事業 
(町受託事業) 

公共交通機関を利用するこ と が困難な高齢者や障がい者などの移動手
段を確保し 、 日常生活の外出機会を支援する。（ 集落支援員設置事業で
実施）  

⑩ 介護保険事業 訪問介護(訪問介護予防)及び居宅介護支援を行う 。  

⑪ 障害者総合支援事業 居宅生活支援と し て、 身体・ 知的障がい者への自立支援を行う 。  

(3) ﾎ ﾞﾗﾝﾃ ｨｱ
活動の推進 

① ボランティ ア活動 
  推進事業 

ボランティ アの登録・ 育成・ ニーズの発掘と 活動の拡大充実を図る。  
行政、 福祉施設、 福祉関係団体行事への支援と 連携強化 

② サポータ ー養成講座及
びスキルアッ プ研修 

サポータ ー養成講座の開催、 及び講座修了者に対し てのスキルアッ プ
研修や、 サポータ ー間の情報交換会を開催する。  

③ ボランティ ア実践者へ
の支援 

託児ボラ ンティ ア、 おもちゃの病院、 日本語会話サポータ ー等のボラ
ンティ ア活動における個人・ 団体と の連絡調整や後方支援を行う 。  



④ ぼだい樹の会（ 家族介
護者の会） への支援 

ぼだい樹の会が実施する、 ｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪ（ 月１ 回） やスト リ ート 喫茶（ 毎
週月曜日） 等のサロン活動や、 ぼだい樹農園の維持管理等を支援する。 

⑤ あそばん会の実施 
高齢者等の外出機会の創出や認知症予防を目的と し 、 麻雀・ 囲碁・ 将
棋・ 花札・ 百人一首を月４ 回実施する。  

⑥ 福祉用具等の貸出 ベッ ト 、 車椅子、 簡易ト イレ等の貸出し を行う 。  

(4) 法人運営 
 事業の充実 

① 共同募金事業 
相互扶助精神で募金運動を展開する。  
・ 赤い羽根共同募金(10 月)・ 歳末たすけあい共同募金運動(12 月) 

② 広報活動の推進 広報誌「 社協だより 」 等を発行する。  

③ 各種福祉資金の貸付 
生活資金等の必要な世帯に対し 、 資金の貸付を行う 。  
総合支援資金・ 臨時特例つなぎ資金（ 道社協）・ 社会福祉金庫資金 

④ 社会福祉大会の開催 
隔年で実施し ており 、 社会福祉の功労者に対する表彰等を行う 。 11 月
開催予定 

⑤ 慰霊追悼式 開拓功労者並びに戦没者の慰霊追悼式を開催する。 7 月１ 日(土)予定 

⑥ 供花料の贈呈 会員(町民) 死亡時に供花料を贈呈する。  

(5) 施設管理
運営の充
実 

① 東川町ｼﾆｱｾﾝﾀ のー事
務管理等 

東川町シニアセンタ ーの施設・ 事務管理を実施する。（ 集落支援員設置
事業で実施）  

② 全世代共生型“ 交流×
活躍×健康” プ ラ ザ
（ 仮） における事業の
充実 

全世代共生型“ 交流×活躍×健康” プラザ（ 仮） における事業の充実。 

 


